
　市では税外債権の回収のため、督促状や催告書を送付し、未
納者に自主納付を促しています。
　しかし、納付できる資力があるにも関わらず、納付がない人
については、市民負担の公平性を保ち、市の財源を確保するため、
債権の種類に応じて、滞納処分や裁判所に支払督促や強制執行
などの申し立てを行い、強制的に債権回収を実施しています。

 滞納処分
　滞納処分とは、国税徴収法や地方税法の例により、滞
納者の意思に関わりなく強制的に所有する財産の差し
押さえなどを行う手続きです。
　市が保有する債権では、下水道使用料、生活保護法第
七十三条徴収金、後期高齢者医療保険料などがこれに当
たります。

支払督促の金額について
　支払督促で、債権者（市）が債務者（未納者）
に請求する金額は、これまでの未納額に支払督促
の手続きに要した手数料や郵便料などの必要経費
を合わせた金額になります。ご留意ください。

納付のご相談はお早めに！
　滞納処分や支払督促の通知が来たときには、
既に財産の差し押さえや裁判所の法的手続きが
開始されています。
　やむを得ない事由により、納付が困難な場合
や納付についてお困りのことがありましたら、
滞納処分や支払督促の通知が届く前に、各債権
の担当課へ早急にご相談ください。

問合せ　収納推進課　税外債権収納 G　☎ 73-8013

　

こ
の
計
画
は
、
障
害
者
総
合
支

援
法
に
基
づ
き
、
平
成
27
年
度
か

ら
平
成
29
年
度
ま
で
の
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供
体
制
の
確

保
の
た
め
に
、
国
の
定
め
る
基
本

指
針
に
即
し
て
定
め
る
も
の
で
す
。

案
件
名

　
第
４
期
あ
わ
ら
市
障
害
福
祉
計
画

募
集
期
間　

　
２
月
18
日（
水
）～
３
月
４
日（
水
）

閲
覧
方
法　

　

募
集
期
間
内
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
福
祉
課
で
閲
覧
可
能

あ
わ
ら
市
の
現
状

　

男
性
の
死
亡
原
因
は
、
心
不
全

や
心
筋
梗
塞
、
腎
不
全
、
女
性
の

死
亡
原
因
は
、
腎
不
全
や
心
不
全
、

悪
性
新
生
物
が
上
位
で
す
。

　

心
臓
や
腎
臓
の
病
気
は
、
日
ご

ろ
の
生
活
習
慣
が
発
症
・
進
行
の

大
き
な
要
因
と
な
り
ま
す
。
不
規

則
な
生
活
習
慣
を
続
け
る
と
、
血

管
は
詰
ま
り
や
す
く
、
破
れ
や
す

い
状
態
に
な
り
ま
す
。
心
臓
や
脳

の
大
切
な
血
管
が
詰
ま
っ
た
り
、

破
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
亡
く
な

る
危
険
性
も
高
く
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
病
気
は
、
生
活
習
慣

を
見
直
す
こ
と
で
発
症
を
予
防
で

き
ま
す
。
ま
た
、
年
に
一
度
は
健

診
を
受
け
、
健
康
状
態
を
確
認
す

る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
は
、
悩
ん

で
い
る
人
に
気
付
き
、
声
を
掛
け
、

話
を
聞
い
て
、
必
要
な
支
援
に
つ

な
げ
、
見
守
る
人
の
こ
と
で
す
。

▼
気
付
き

　

眠
れ
な
い
、
食
欲
が
な
い
、
口

数
が
少
な
く
な
っ
た
な
ど
、
大
切

な
人
の
様
子
が
「
い
つ
も
と
違
う

場
合
」、
も
し
か
し
た
ら
、
悩
み
を

抱
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

▼
声
掛
け

　

大
切
な
人
が
悩
ん
で
い
る
こ
と

に
気
付
い
た
ら
、
一
歩
勇
気
を
出

し
て
声
を
掛
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
話
を
聞
く

　
相
談
に
の
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
本
人
を
責
め
た
り
、
安

易
に
励
ま
し
た
り
、
相
手
の
考
え

を
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
避
け

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
つ
な
ぎ

　

早
め
に
専
門
家
に
相
談
す
る
よ

う
に
促
し
ま
し
ょ
う
。
一
緒
に
相

談
に
行
こ
う
と
勧
め
る
こ
と
も
安

心
に
つ
な
が
り
ま
す
。

▼
見
守
り

　

相
談
窓
口
に
つ
な
げ
た
後
も
、

必
要
が
あ
れ
ば
相
談
に
の
っ
て
あ

げ
ま
し
ょ
う
。

募
集
人
数 

若
干
名

職　
務　

国
民
体
育
大
会
準
備
事
務

採
用
日　

平
成
27
年
４
月
１
日（
水
）

勤
務
日　

月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

勤
務
時
間 

８
時
30
分
～
17
時
15
分

賃　
金　

月
額
14
万
２
１
０
０
円

※ 

通
勤
手
当
・
期
末
手
当
支
給

保　
険　

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
、
雇

用
保
険
、
労
働
災
害
保
険

申
込
み　
【
期
限
】
３
月
５
日
（
木
）

履
歴
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送
。

応
募
先　

〒
９
１
９-

０
６
９
２

あ
わ
ら
市
市
姫
三
丁
目
１

番
１
号　
あ
わ
ら
市
役
所

ス
ポ
ー
ツ
課

☎
７
３-

８
０
４
３

募
集
人
数 

１
人

職　
務　

事
務
・
展
示
な
ど
の
補
助

資　
格　

パ
ソ
コ
ン
作
業
が
可
能
な
人

採
用
日　

平
成
27
年
４
月
１
日（
水
）

勤
務
日　

シ
フ
ト
制（
土・日・祝
あ
り
）

勤
務
時
間 

９
時
15
分
～
18
時

賃　
金　

月
額
14
万
２
１
０
０
円

※ 

通
勤
手
当
・
期
末
手
当
支
給

保　
険　

各
種
社
会
保
険
有
り

申
込
み　
【
期
限
】
２
月
25
日
（
水
）

履
歴
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送
。

応
募
先　

〒
９
１
９-

０
６
３
２

あ
わ
ら
市
春
宮
二
丁
目
14
番

１
号（
Ｉ
Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ａ
２
階
）

あ
わ
ら
市
郷
土
歴
史
資
料
館

☎
７
３-

５
１
５
８

パブリックコメント募集
あわら市障害福祉計画

死亡原因から生活習慣を見直そう！

３月は「自殺対策強化月間」
一人一人が、ゲートキーパー

国体準備室・郷土歴史資料館
臨時職員（事務）を募集

提
出
方
法　

　
住
所
、
氏
名
お
よ
び
連
絡
先
を
明

記
の
上
、
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
で

問
合
せ　

　
福
祉
課　
障
害
福
祉
Ｇ

〒
９
１
９-

０
６
９
２

あ
わ
ら
市
市
姫
三
丁
目
１
番
１
号

☎
７
３-

８
０
２
０

Ｆ
Ａ
Ｘ  

７
３-

５
６
８
８

Ｅ
メ
ー
ル  fukushi@

city.aw
ara.lg.jp

生
活
習
慣
見
直
し
の
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト

①
禁
煙

・
禁
煙
外
来
を
利
用
す
る
。

・
禁
煙
開
始
日
を
決
め
、
灰
皿
や

ラ
イ
タ
ー
を
捨
て
る
。

・
吸
わ
な
い
仲
間
を
見
つ
け
る
。

②
減
塩

・
ソ
ー
ス
や
し
ょ
う
ゆ
な
ど
は
か

け
ず
に
付
け
る
。

・
調
味
料
は
減
塩
無
添
加
タ
イ
プ

を
選
択
す
る
。

・
め
ん
類
の
ス
ー
プ
は
全
部
飲
ま

な
い
。

・
漬
物
や
汁
物
は
食
べ
る
回
数
を

減
ら
す
。

③
身
体
活
動
を
増
や
す

・
室
内
で
で
き
る
ス
ト
レ
ッ
チ

で
、
基
礎
代
謝
量
を
高
め
る
。

・
階
段
を
積
極
的
に
利
用
す
る
。

・
歩
数
を
記
録
し
、
運
動
意
識
を

高
め
る
。

問
合
せ　

健
康
長
寿
課　
健
康
増
進
Ｇ

☎
７
３-

８
０
２
３

専
門
の
相
談
窓
口

【
ホ
ッ
と
サ
ポ
ー
ト
福
井
】

と　
き　

月
～
金
曜　
９
時
～
17
時

問
合
せ　

☎
２
６-

４
４
０
０

【
坂
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
】

　
専
門
医
に
よ
る
こ
こ
ろ
の
相
談

　
（
予
約
制
）

と　
き　

毎
月
第
１・３
木
曜
日

14
時
30
分
～
16
時
30
分

問
合
せ　

☎
７
３-

０
６
０
９

【
あ
わ
ら
市
】

　
臨
床
心
理
士
に
よ
る
こ
こ
ろ
の
相
談

　
（
予
約
制
）

と　
き　

・
２
月
20
日
（
金
）

・
３
月
６
日
（
金
）　

９
時
30
分
～
12
時
30
分

問
合
せ　

☎
７
３-

８
０
２
３

【
こ
こ
ろ
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
】

　
☎
０
５
７
０-
０
６
４-

５
５
６

問
合
せ　

　
健
康
長
寿
課　
健
康
増
進
Ｇ

　
☎
７
３-

８
０
２
３

税外債権の徴収を

強化しています !
滞納 に 気を付けて！

 支払督促・強制執行など
　支払督促とは、裁判所が債権者（市）からの申し立て
に基づいて債務者（未納者）に金銭の支払いを督促する
手続きです。
　裁判所からの支払督促に対して異議申し立てや納付
のない場合、債権者は債務名義を取得し、裁判所に強制
執行を申し立て、財産の差し押さえを行います。
　市が保有する債権では、水道料金、市営住宅使用料、
一般廃棄物処理手数料などがこれに当たります。

　話をよく聞き、一緒
に考えてくれるゲート
キーパーがいることは、
悩んでいる人の孤立を
防ぎ、安心を与えます。

国
体
準
備
室
（
事
務
）

郷
土
歴
史
資
料
館
（
事
務
）

心の講座＆相談会を開催
と　き　３月 1 日（日）
ところ　いきいきプラザ霞の郷

（坂井市丸岡町八ケ郷
21- ７- １）

●こころを元気にする講座
時　間 13 時 30 分～ 15 時 30 分

演　題 今、心のケアに求められて
いるもの

講　師 松原 六郎 医師
（公財 松原病院 代表理事）

対　象 精神障害のある本人・家族、
その他関心のある人

●悩みごと総合相談会（予約制）
時　間 13 時～ 16 時 30 分
内　容 専門家による個別相談
対　象 悩みごとのある人

参加費　無料
申込み　【期限】２月 25 日（水）

坂井健康福祉センター
☎ 73-0609

1011

注目情報注目情報


